
ホットラインの運用について

１ ホットラインの導入
平成２９年６月１日～（平成２９年度水防計画書に明記）

資料５

４ 仙台湾圏域におけるホットライン構築状況

河川名 対象市町村
避難判断水位
（レベル３）

氾濫危険水位
（レベル４）

氾濫発生
（レベル５）

洪水予報河川 七北田川（市名坂） 仙台市、多賀城市、利府町 所長→首長 部長→首長 部長→首長

水位周知河川 七北田川（小角） 仙台市 所長→首長 所長→首長 所長→首長

梅田川（苦竹） 仙台市 所長→首長 所長→首長 所長→首長

砂押川（八幡橋） 仙台市、多賀城市、利府町 所長→首長 所長→首長 所長→首長

高城川（高城） 松島町 所長→首長 所長→首長 所長→首長

鶴田川（鶴田崎） 大崎市・大郷町 所長→首長 所長→首長 所長→首長

避難情報の目安 (高齢者等避難） （避難指示） （緊急安全確保）

２ 基本方針
○洪水予報河川（３河川）・水位周知河川（３８河川）・県管理ダム（治水容量のある１４ダム）を対象に行う。
○洪水予報河川については、以下の事象が発生したときに行う。
①避難判断水位（レベル３）に達し、氾濫警報を発表したとき。
【避難準備・高齢者等避難開始の目安】

②氾濫危険水位（レベル４）に達し、氾濫危険警報を発表したとき。
【避難指示の目安】

③氾濫が発生し、氾濫特別警報を発表したとき。
○水位周知河川については、以下の事象が発生したときに行う。
①避難判断水位に達したとき【避難準備・高齢者等避難開始の目安】
②氾濫危険水位に達したとき【避難指示の目安】
③氾濫が発生したとき。

〇異常洪水時防災操作を行うダムについては、以下の場合に通知を行う。
①緊急放流（異常洪水時防災操作）の３時間前
②緊急放流（異常洪水時防災操作）の１時間前
③緊急放流（異常洪水時防災操作）開始時

３ ホットラインの連絡体制

○時○分に、○地区○世帯に対し、避難指示を発令しましたので連絡し
ます。

市町村→県

こちらは県土木部長の○○です。
○○川の○○水位観測所では、○月○日○時○分に、避難指示の発令の
目安となる「氾濫危険水位（レベル４）」に到達しました。○○市で
は、○○川が氾濫するおそれがありますので、今後の水位情報に注意し
てください。

県→市町村洪水予報河川（２➁、➂）

事
象
発
生

河川課
災害配備班員 土木部長等

関係市町（例）
➀首長
➁副首長
➂危機管理部局長

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

こちらは県○○土木事務所長の○○です。
○○川の○○水位観測所では、○月○日○時○分に、避難
指示の発令の目安となる「氾濫危険水位」に到達しました
ので連絡いたします。

県→市町村

○時○分に、○地区○世帯に対し、避難指示を発令しまし
たので連絡します。

市町村→県

事
象
発
生

土木事務所
災害配備班長

➀所長
➁副所長（技術）※1
➂河川部長※２・技術総括

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

※１気仙沼・登米・栗原土木（地域）事務所は除く。
※２仙台土木事務所のみ

洪水予報河川（２➀）・水位周知河川

関係市町（例）
➀首長
➁副首長
➂危機管理部局長

○時○分に、○地区○世帯に対し、避難指示を発令しましたので連絡します。
市町村→県

こちらは○○ダム管理事務所長の〇〇です。
○○ダムへの流入増大に伴い、ダムの貯水量が洪水調節の限界量を超える可能性が高まったため、○月○
日○時○分頃に、緊急放流の可能性が高まりました。越流に伴い、ダムへの流入量と下流への放流量が等
しくなるため、下流の〇〇川が氾濫する（被害が拡大する）おそれがありますので、住民避難の徹底及び
発令範囲の拡大の検討をお願いするとともに、今後のダム情報と下流の水位情報に注意してください。

県→市町村
自然調節（ゲートレス）ダム

事
象
発
生

各ダム管理
事務所長

関係市町（例）
➀首長
➁副首長
➂危機管理部局長

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

ダム名 河川名 対象市町

自然調節（ゲートレス）ダム 七北田ダム 七北田川 仙台市・多賀城市

惣の関ダム 勿来川 利府町・多賀城市

○○川
氾濫注意報

○○川
氾濫特別警報
氾濫発生情報

○○川
氾濫危険警報

○○川
氾濫警報
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